
（保証人脱退用）

信用保証委託契約変更契約書

   年   月   日

兵庫県信用保証協会 御中

住 所

債 務 者

住 所

連 帯 保 証 人

住 所

連 帯 保 証 人（脱退）

住 所

連 帯 保 証 人（脱退）

第１条 連帯保証人            は、債務者が貴協会との間で締結した    年  月  日

付信用保証委託契約（以下「原契約」という。）に基づき負担する一切の債務に対する保証債務を、

貴協会の承諾を得て免れます。 

第 2条 本契約に定める以外の事項については、原契約の各条項を適用します。 

記

借 入 日 年   月   日

借入金額  金 円也

金融機関                    

※印鑑証明書を添付してください。なお、個人の場合は「個人情報の取扱いに関する同意書」も必要
です（未提出の場合）。

実 印

実 印

実 印
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（信用保証 委託）

（信用保証料等）

（反社会的勢力 排除）

（担 保）

（求償権 事前行使）

（代位弁済）

（求償権 範囲）

（弁済 充当順序等）

（調査 報告）

（成年後見人等 届出）

（公正証書 作成）

（費用 負担）

（連帯保証人）

（代位取得 手形等）

（管轄裁判所 合意）

（情報 授受）

（契約 変更）

（信用保証 委託）

（信用保証料等）

（反社会的勢力 排除）

（担 保）

（求償権 事前行使）

（代位弁済）

（求償権 範囲）

（弁済 充当順序等）

（調査 報告）

（成年後見人等 届出）

（公正証書 作成）

（費用 負担）

（連帯保証人）

（代位取得 手形等）

（管轄裁判所 合意）

（情報 授受）

（契約 変更）
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第 条 表記 借入要項 借入（ 生 債務 以下「借入金債務」
） 、貴協会 信用保証（以下「保証」 ）

委託 。
前項 保証 、貴協会 金融機関 間 取 決 基 行

。
表記 借入要項 借入 対 保証 借入金債務 全部 保証 場合
一定割合 保証（以下「割合保証」 ） 場合 、割合保証
場合 保証割合 信用保証書 記載 。

委託者 保証人 、 契約 締結 必要 法律上 手続 経
表明 、 保証 。

委託者 、保証人 対 、次 各号 掲 事項 関 情報 提供
表明 、 保証 。 、保証人 、委託者 当該情報 提供

受 表明 、 保証 。
（ ）委託者 財産 収支 状況
（ ）貴協会 対 本契約 生 償還債務、信用保証料債務、延滞保証料
債務、 他 債務（以下「本契約 生 債務」 総称 ）以外
委託者 負担 債務 有無 額 履行状況

（ ）委託者 、本契約 生 債務 担保 他 提供 、 提供
、 旨 内容

第 条 委託者 前条第 項 委託 借入 、 委託額 対 貴協会
所定 料率・方法 計算 額 信用保証料 貴協会 支払 。
前項 支払 信用保証料 、違算 場合 除 、返戻 求 。
委託者 借入金債務 履行 怠 、 延滞額 保証割合 乗 額
対 、延滞期間（ 場合 延滞期間 、期限 利益 失 金

融機関所定 最終弁済期日 翌日 始期 期間 ） 応 、年
ー 割合 計算 額 、延滞保証料 貴協会

支払 。 場合 計算方法 、年 日 日割計算 。
貴協会 第 項 定 信用保証料 分納 認 場合 、貴協会
保証 借入 期限 利益 失 、信用保証料 残額
即時 支払 。

第 条 委託者 保証人 、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員 時
年 経過 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運

動等標 特殊知能暴力集団等、 他 準 者（以下
「暴力団員等」 ） 該当 、 次 各号
該当 表明 、 将来 該当 確

約 。
（ ）暴力団員等 経営 支配 認 関係 有
（ ）暴力団員等 経営 実質的 関与 認 関係 有
（ ）自己、自社 第三者 不正 利益 図 目的 第三者 損害
加 目的 、不当 暴力団員等 利用 認

関係 有
（ ）暴力団員等 対 資金等 提供 、 便宜 供与 関与

認 関係 有
（ ）役員 経営 実質的 関与 者 暴力団員等 社会的 非難

関係 有
委託者 保証人 、自 第三者 利用 次 各号 一 該
当 行為 行 確約 。
（ ）暴力的 要求行為
（ ）法的 責任 超 不当 要求行為
（ ）取引 関 、脅迫的 言動 、 暴力 用 行為
（ ）風説 流布 、偽計 用 威力 用 貴協会 信用 毀損 、

貴協会 業務 妨害 行為
（ ） 他前各号 準 行為

第 条 貴協会 差 入 担保 、 担保 全部 一部 滅失 、
価格 下落等 担保価値 変動 生 、 保証人 能

力 著 変動 生 、直 増担保 差 入 、 保証人 追
加 。
貴協会 差 入 担保 、必 法定 手続 、一般 適当 認

方法・時期・価格等 貴協会 処分 。
金融機関 貴協会 譲渡 受 担保 貴協会 移転 担保
前 項 準 取 扱 同意 。

第 条 委託者 保証人 、次 各号 事由 一 生 、貴協
会 第 条 代位弁済前 委託者 保証人 対 求償権 行使

。
（ ）仮差押、強制執行 担保権 実行 競売 申立 受 、

仮登記担保権 実行通知 到達 、破産手続開始、民事再生手続開始、
会社更生手続開始 申立 、 清算 入 。

（ ）公租公課 差押 保全差押 受 。
（ ）手形交換所 電子債権記録機関 取引停止処分 受 。
（ ）担保物件 滅失 。
（ ）借入金債務 一部 履行 遅滞 。
（ ）住所変更 届出 怠 委託者 保証人 責 帰 事由 、

貴協会 委託者 保証人 所在 不明 、貴協会 知
。

（ ）暴力団員等 第 条第 項各号 該当 、 同条第 項
各号 該当 行為 同条第 項 規定 表明
確約 関 虚偽 申告 判明 。

（ ）第 条第 項 基 委託者 保証人 貴協会 提出 財務状況 事業
内容 示 書類 重大 虚偽 内容 場合等、本契約 違反 。

（ ）前各号 求償権 保全 必要 相当 事由 生 。
貴協会 前項 求償権 行使 場合 、民法第 条 基 抗弁権
主張 。借入金債務 第 条 償還債務 担保 場合
同様 。

第 条 委託者 借入金債務 全部 一部 履行 遅滞 、貴協会 金融機
関 保証債務 履行 求 委託者 保証人 対 通知
催告 弁済 。
貴協会 前項 弁済 金融機関 代位 権利 行使 関 、委託
者 金融機関 間 締結 契約 、 契約 各条項 適用

。

第 条 貴協会 前条第 項 弁済 、貴協会 対 、 弁済額
対 弁済 日 翌日以後 年 ー 割合 損害金

避 費用 他 損害 償還 。 場合 損害
金 計算方法 、年 日 日割計算 。

第 条 委託者 保証人 弁済 金額 、本契約 生 債務 全額 消滅
足 、貴協会 適当 認 順序・方法 、充当

。
委託者 保証人 、本契約 生 債務 本契約以外 信用保証委
託契約 生 債務 貴協会 負担 場合 、委託者 保証人
弁済 金額 、貴協会 対 債務 全額 消滅 足

、貴協会 適当 認 順序・方法 、 信用保証委託契約
生 債務（ 、弁済者 債務 負担 除 ）
充当 。

本契約 生 債務 第三者 弁済 申出 、委託者
意思 反 取 扱 、委託者 同意 。

本契約 生 債務 、委託者 保証人 一人 消滅時効
更新、完成猶予、 時効 利益 放棄 、 委託者

保証人 対 、 効力 生 。
委託者 保証人 、貴協会 引受人 者 契約 、本契約
生 債務（保証人 委託者 連帯 履行 責 負 含 ）
引受人 免責的 引 受 、 旨 通知 要 予 同意

。

第 条 委託者 保証人 名称、商号、代表者、住所等 事項 変更
、直 書面 届出 、貴協会 指示 従 。

委託者（財務諸表等 用語、様式及 作成方法 関 規則（昭和 年大蔵省
令第 号） 基 関連会社 関係会社 含 ） 保証人 財務状況
事業内容 示 税務申告決算書、定款等 写 、貴協会 請求

直 提出 。 、貴協会 金融機関 依頼 当該書類
受領 承諾 。

前項 、財産、経営、業況等 貴協会 請求 、直
報告 、 貴協会 対 帳簿閲覧等調査 必要 便益 提供 。

前項 事項 重大 変動 生 、 生 、直
貴協会 報告 、 指示 従 。

委託者 保証人 財産 調査 貴協会 必要 、貴協会
委託者 保証人 代理人 、市区町村 住民基本台帳（省略

住民票） 写 、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等 交付申請 受
領 、 固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等 閲覧、謄
写 所得証明書、納税証明書、評価証明書等 交付申請 受領

委任 。
貴協会 第 条 求償権 、債権管理回収業 関 特別措置法（平成
年法律第 号）第 条第 項 規定 基 債権回収会社（以下「債権回収会
社」 ） 回収 委託 、当該債権回収会社 委
託者 保証人 復代理人 、前項 掲 手続 委任 承諾

。
委託者 保証人 、 契約 関 現在 将来 貴協会 提出

一切 書類 報告 事項 内容 真実 表明
、 保証 。

第 条 委託者 保証人 家庭裁判所 審判 、補助・保佐・後見 開
始 場合 、成年後見人等 氏名 他必要 事項、 後見登記等
関 法律（平成 年法律第 号）（以下「後見登記法」 ）
登記 登記事項証明書等 添 、貴協会 直 届出

。
委託者 保証人 家庭裁判所 審判 、任意後見監督人 選任

場合 、任意後見人 氏名 他必要 事項、 後見登記法
登記 登記事項証明書等 添 、貴協会 直 届出 。
委託者 保証人 既 補助・保佐・後見開始 審判 受 場
合、 任意後見監督人 選任 場合 、前 項 同様 成年後
見人等 任意後見人 氏名 他必要 事項、 後見登記法
登記 登記事項証明書等 添 、貴協会 直 届出 。
前 項 事項 取消 変更等 生 場合 同様 、成年後見人等
任意後見人 氏名 他必要 事項、 後見登記法 登記

登記事項証明書、 閉鎖事項証明書等 添 、貴協会 直
届出 。
前 項 届出 前 生 損害 、委託者 保証人 対処

、貴協会 一切 責任 問 。

第 条 貴協会 請求 、 契約 債務 履行 、直 強制
執行 服 旨 陳述 記載 公正証書 作成 必要 一切 手続
。

第 条 貴協会 第 条第 項 弁済 取得 権利 保全 行使 担
保 保全、行使 処分 要 費用 契約 生 一切 費
用 、委託者 負担 、貴協会 請求 直 貴協会 償還 。

第 条 保証人 、 契約 各条項 承認 、第 条 償還債務、第 条 信用保
証料債務 延滞保証料債務 前条 費用償還債務 全額 、委
託者 委託 受 委託者 連帯 履行 責 負 。
貴協会 差 入 担保 保証人 、貴協会 変更・解除・放棄・返
還等 、保証人 責任 変動 生 。
金融機関 貴協会 譲渡 受 担保 貴協会 移転 担保
、前項 準 取 扱 同意 。

保証人 金融機関 対 貴協会 保証 借入金債務 保証 、
担保 提供 、貴協会 保証人 間 求償 代

位 関係 次 。
（ ）貴協会 第 条第 項 弁済 、保証人 貴協会 対 第 条 求

償権全額 償還 。
（ ）貴協会 第 条第 項 弁済 、保証人 当該借入金債務 金融

機関 提供 担保 全部 貴協会 金融機関 代位 、第 条 求償
権 範囲内 金融機関 有 一切 権利 行 。

（ ）保証人 金融機関 対 自己 保証債務 弁済 、 保証人
金融機関 提供 担保 実行 、保証人 、貴協会 対
何 求償 。
保証人 第 項 保証債務 弁済 場合 、保証人 貴協会 同意

代位 貴協会 取得 権利 担保権等（以下「本
件担保権」 ） 行使 。 、貴協会 請求 、

本件担保権 本件担保権 係 順位 貴協会 無償 譲渡 。
保証人 本契約 基 保証債務 整理 年 月 日 経営者保証
関 研究会（全国銀行協会 日本商工会議所 事務局）
公表 経営者保証 関 （公表後 改定内容 含 。以下

「 」 ） 則 整理 申 立 場合 、貴協会
基 当該整理 誠実 対応 努 旨貴協会 申

受 、委託者 保証人 確認 。
保証人 、本契約成立日 、貴協会 対 保証意思宣明公正証書 提出

、本契約成立日 、保証人 以下 各号 掲 者
該当 表明 、 保証 。

（ ）委託者 法人 場合 理事、取締役、執行役 準
者

（ ）委託者 法人 場合 次 掲 者
委託者 総株主 議決権（株主総会 決議 事
項 全部 議決権 行使 株式 議決権
除 。以下同 ） 過半数 有 者

委託者 総株主 議決権 過半数 他 株式会社 有 場合
当該他 株式会社 総株主 議決権 過半数 有 者
委託者 総株主 議決権 過半数 他 株式会社 当該他 株式会
社 総株主 議決権 過半数 有 者 有 場合 当該他
株式会社 総株主 議決権 過半数 有 者
株式会社以外 法人 委託者 場合 、 掲
者 準 者

（ ）委託者（法人 除 ） 共同 事業 行 者 委託者 行 事業
現 従事 委託者 配偶者

前項 誤 不正確 判明 場合 、保証人
貴協会 被 一切 損害、損失、費用等 賠償 、補償 。

第 条 代位 金融機関 貴協会 移転 手形 電子記録債権 、
権利 消滅 場合 、委託者 保証人 貴協会 対 償還債務
変動 生 。

第 条 契約 関 訴訟・和解 調停 、貴協会 本店（本所）
支店（支所） 所在地 裁判所 管轄裁判所 、事物管轄 法

律 規定 、訴訟物 価額 、 簡易裁判所 管轄裁判
所 合意 。

第 条 貴協会 相当 認 、 契約 関 貴協会 知 至 情報
次 各号 定 機関 間 授受 同意 。

（ ）貴協会以外 信用保証協会
（ ）債権回収会社
（ ）一般社団法人ＣＲＤ協会
（ ）中小企業信用保険法（昭和 年法律第 号） 基 信用保険 係 業務

行 機関
（ ）中小企業信用保険法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 、第 条

第 条 掲 金融機関等
（ ）貴協会 対 損失補償 行 機関
（ ）一般社団法人全国信用保証協会連合会
（ ）貴協会 出資 会社等
（ ）中小企業活性化協議会、事業承継・引継 支援 ー等、国 施策 設

置 中小企業者 経営改善・事業再生等 支援 行 機関

第 条 第 条第 項 取 決 、 変更 、変更後 取 決
内容 適用 。

以 上

第 条 表記 借入要項 借入（ 生 債務 以下「借入金債務」
） 、貴協会 信用保証（以下「保証」 ）

委託 。
前項 保証 、貴協会 金融機関 間 取 決 基 行

。
表記 借入要項 借入 対 保証 借入金債務 全部 保証 場合
一定割合 保証（以下「割合保証」 ） 場合 、割合保証
場合 保証割合 信用保証書 記載 。

委託者 保証人 、 契約 締結 必要 法律上 手続 経
表明 、 保証 。

委託者 、保証人 対 、次 各号 掲 事項 関 情報 提供
表明 、 保証 。 、保証人 、委託者 当該情報 提供

受 表明 、 保証 。
（ ）委託者 財産 収支 状況
（ ）貴協会 対 本契約 生 償還債務、信用保証料債務、延滞保証料
債務、 他 債務（以下「本契約 生 債務」 総称 ）以外
委託者 負担 債務 有無 額 履行状況

（ ）委託者 、本契約 生 債務 担保 他 提供 、 提供
、 旨 内容

第 条 委託者 前条第 項 委託 借入 、 委託額 対 貴協会
所定 料率・方法 計算 額 信用保証料 貴協会 支払 。
前項 支払 信用保証料 、違算 場合 除 、返戻 求 。
委託者 借入金債務 履行 怠 、 延滞額 保証割合 乗 額
対 、延滞期間（ 場合 延滞期間 、期限 利益 失 金

融機関所定 最終弁済期日 翌日 始期 期間 ） 応 、年
ー 割合 計算 額 、延滞保証料 貴協会

支払 。 場合 計算方法 、年 日 日割計算 。
貴協会 第 項 定 信用保証料 分納 認 場合 、貴協会
保証 借入 期限 利益 失 、信用保証料 残額
即時 支払 。

第 条 委託者 保証人 、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員 時
年 経過 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運

動等標 特殊知能暴力集団等、 他 準 者（以下
「暴力団員等」 ） 該当 、 次 各号
該当 表明 、 将来 該当 確

約 。
（ ）暴力団員等 経営 支配 認 関係 有
（ ）暴力団員等 経営 実質的 関与 認 関係 有
（ ）自己、自社 第三者 不正 利益 図 目的 第三者 損害
加 目的 、不当 暴力団員等 利用 認

関係 有
（ ）暴力団員等 対 資金等 提供 、 便宜 供与 関与

認 関係 有
（ ）役員 経営 実質的 関与 者 暴力団員等 社会的 非難

関係 有
委託者 保証人 、自 第三者 利用 次 各号 一 該
当 行為 行 確約 。
（ ）暴力的 要求行為
（ ）法的 責任 超 不当 要求行為
（ ）取引 関 、脅迫的 言動 、 暴力 用 行為
（ ）風説 流布 、偽計 用 威力 用 貴協会 信用 毀損 、

貴協会 業務 妨害 行為
（ ） 他前各号 準 行為

第 条 貴協会 差 入 担保 、 担保 全部 一部 滅失 、
価格 下落等 担保価値 変動 生 、 保証人 能

力 著 変動 生 、直 増担保 差 入 、 保証人 追
加 。
貴協会 差 入 担保 、必 法定 手続 、一般 適当 認

方法・時期・価格等 貴協会 処分 。
金融機関 貴協会 譲渡 受 担保 貴協会 移転 担保
前 項 準 取 扱 同意 。

第 条 委託者 保証人 、次 各号 事由 一 生 、貴協
会 第 条 代位弁済前 委託者 保証人 対 求償権 行使

。
（ ）仮差押、強制執行 担保権 実行 競売 申立 受 、

仮登記担保権 実行通知 到達 、破産手続開始、民事再生手続開始、
会社更生手続開始 申立 、 清算 入 。

（ ）公租公課 差押 保全差押 受 。
（ ）手形交換所 電子債権記録機関 取引停止処分 受 。
（ ）担保物件 滅失 。
（ ）借入金債務 一部 履行 遅滞 。
（ ）住所変更 届出 怠 委託者 保証人 責 帰 事由 、

貴協会 委託者 保証人 所在 不明 、貴協会 知
。

（ ）暴力団員等 第 条第 項各号 該当 、 同条第 項
各号 該当 行為 同条第 項 規定 表明
確約 関 虚偽 申告 判明 。

（ ）第 条第 項 基 委託者 保証人 貴協会 提出 財務状況 事業
内容 示 書類 重大 虚偽 内容 場合等、本契約 違反 。

（ ）前各号 求償権 保全 必要 相当 事由 生 。
貴協会 前項 求償権 行使 場合 、民法第 条 基 抗弁権
主張 。借入金債務 第 条 償還債務 担保 場合
同様 。

第 条 委託者 借入金債務 全部 一部 履行 遅滞 、貴協会 金融機
関 保証債務 履行 求 委託者 保証人 対 通知
催告 弁済 。
貴協会 前項 弁済 金融機関 代位 権利 行使 関 、委託
者 金融機関 間 締結 契約 、 契約 各条項 適用

。

第 条 貴協会 前条第 項 弁済 、貴協会 対 、 弁済額
対 弁済 日 翌日以後 年 ー 割合 損害金

避 費用 他 損害 償還 。 場合 損害
金 計算方法 、年 日 日割計算 。

第 条 委託者 保証人 弁済 金額 、本契約 生 債務 全額 消滅
足 、貴協会 適当 認 順序・方法 、充当

。
委託者 保証人 、本契約 生 債務 本契約以外 信用保証委
託契約 生 債務 貴協会 負担 場合 、委託者 保証人
弁済 金額 、貴協会 対 債務 全額 消滅 足

、貴協会 適当 認 順序・方法 、 信用保証委託契約
生 債務（ 、弁済者 債務 負担 除 ）
充当 。

本契約 生 債務 第三者 弁済 申出 、委託者
意思 反 取 扱 、委託者 同意 。

本契約 生 債務 、委託者 保証人 一人 消滅時効
更新、完成猶予、 時効 利益 放棄 、 委託者

保証人 対 、 効力 生 。
委託者 保証人 、貴協会 引受人 者 契約 、本契約
生 債務（保証人 委託者 連帯 履行 責 負 含 ）
引受人 免責的 引 受 、 旨 通知 要 予 同意

。

第 条 委託者 保証人 名称、商号、代表者、住所等 事項 変更
、直 書面 届出 、貴協会 指示 従 。

委託者（財務諸表等 用語、様式及 作成方法 関 規則（昭和 年大蔵省
令第 号） 基 関連会社 関係会社 含 ） 保証人 財務状況
事業内容 示 税務申告決算書、定款等 写 、貴協会 請求

直 提出 。 、貴協会 金融機関 依頼 当該書類
受領 承諾 。

前項 、財産、経営、業況等 貴協会 請求 、直
報告 、 貴協会 対 帳簿閲覧等調査 必要 便益 提供 。

前項 事項 重大 変動 生 、 生 、直
貴協会 報告 、 指示 従 。

委託者 保証人 財産 調査 貴協会 必要 、貴協会
委託者 保証人 代理人 、市区町村 住民基本台帳（省略

住民票） 写 、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等 交付申請 受
領 、 固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等 閲覧、謄
写 所得証明書、納税証明書、評価証明書等 交付申請 受領

委任 。
貴協会 第 条 求償権 、債権管理回収業 関 特別措置法（平成
年法律第 号）第 条第 項 規定 基 債権回収会社（以下「債権回収会
社」 ） 回収 委託 、当該債権回収会社 委
託者 保証人 復代理人 、前項 掲 手続 委任 承諾

。
委託者 保証人 、 契約 関 現在 将来 貴協会 提出

一切 書類 報告 事項 内容 真実 表明
、 保証 。

第 条 委託者 保証人 家庭裁判所 審判 、補助・保佐・後見 開
始 場合 、成年後見人等 氏名 他必要 事項、 後見登記等
関 法律（平成 年法律第 号）（以下「後見登記法」 ）
登記 登記事項証明書等 添 、貴協会 直 届出

。
委託者 保証人 家庭裁判所 審判 、任意後見監督人 選任

場合 、任意後見人 氏名 他必要 事項、 後見登記法
登記 登記事項証明書等 添 、貴協会 直 届出 。
委託者 保証人 既 補助・保佐・後見開始 審判 受 場
合、 任意後見監督人 選任 場合 、前 項 同様 成年後
見人等 任意後見人 氏名 他必要 事項、 後見登記法
登記 登記事項証明書等 添 、貴協会 直 届出 。
前 項 事項 取消 変更等 生 場合 同様 、成年後見人等
任意後見人 氏名 他必要 事項、 後見登記法 登記

登記事項証明書、 閉鎖事項証明書等 添 、貴協会 直
届出 。
前 項 届出 前 生 損害 、委託者 保証人 対処

、貴協会 一切 責任 問 。

第 条 貴協会 請求 、 契約 債務 履行 、直 強制
執行 服 旨 陳述 記載 公正証書 作成 必要 一切 手続
。

第 条 貴協会 第 条第 項 弁済 取得 権利 保全 行使 担
保 保全、行使 処分 要 費用 契約 生 一切 費
用 、委託者 負担 、貴協会 請求 直 貴協会 償還 。

第 条 保証人 、 契約 各条項 承認 、第 条 償還債務、第 条 信用保
証料債務 延滞保証料債務 前条 費用償還債務 全額 、委
託者 委託 受 委託者 連帯 履行 責 負 。
貴協会 差 入 担保 保証人 、貴協会 変更・解除・放棄・返
還等 、保証人 責任 変動 生 。
金融機関 貴協会 譲渡 受 担保 貴協会 移転 担保
、前項 準 取 扱 同意 。

保証人 金融機関 対 貴協会 保証 借入金債務 保証 、
担保 提供 、貴協会 保証人 間 求償 代

位 関係 次 。
（ ）貴協会 第 条第 項 弁済 、保証人 貴協会 対 第 条 求

償権全額 償還 。
（ ）貴協会 第 条第 項 弁済 、保証人 当該借入金債務 金融

機関 提供 担保 全部 貴協会 金融機関 代位 、第 条 求償
権 範囲内 金融機関 有 一切 権利 行 。

（ ）保証人 金融機関 対 自己 保証債務 弁済 、 保証人
金融機関 提供 担保 実行 、保証人 、貴協会 対
何 求償 。
保証人 第 項 保証債務 弁済 場合 、保証人 貴協会 同意

代位 貴協会 取得 権利 担保権等（以下「本
件担保権」 ） 行使 。 、貴協会 請求 、

本件担保権 本件担保権 係 順位 貴協会 無償 譲渡 。
保証人 本契約 基 保証債務 整理 年 月 日 経営者保証
関 研究会（全国銀行協会 日本商工会議所 事務局）
公表 経営者保証 関 （公表後 改定内容 含 。以下

「 」 ） 則 整理 申 立 場合 、貴協会
基 当該整理 誠実 対応 努 旨貴協会 申

受 、委託者 保証人 確認 。
保証人 、本契約成立日 、貴協会 対 保証意思宣明公正証書 提出

、本契約成立日 、保証人 以下 各号 掲 者
該当 表明 、 保証 。

（ ）委託者 法人 場合 理事、取締役、執行役 準
者

（ ）委託者 法人 場合 次 掲 者
委託者 総株主 議決権（株主総会 決議 事
項 全部 議決権 行使 株式 議決権
除 。以下同 ） 過半数 有 者

委託者 総株主 議決権 過半数 他 株式会社 有 場合
当該他 株式会社 総株主 議決権 過半数 有 者
委託者 総株主 議決権 過半数 他 株式会社 当該他 株式会
社 総株主 議決権 過半数 有 者 有 場合 当該他
株式会社 総株主 議決権 過半数 有 者
株式会社以外 法人 委託者 場合 、 掲
者 準 者

（ ）委託者（法人 除 ） 共同 事業 行 者 委託者 行 事業
現 従事 委託者 配偶者

前項 誤 不正確 判明 場合 、保証人
貴協会 被 一切 損害、損失、費用等 賠償 、補償 。

第 条 代位 金融機関 貴協会 移転 手形 電子記録債権 、
権利 消滅 場合 、委託者 保証人 貴協会 対 償還債務
変動 生 。

第 条 契約 関 訴訟・和解 調停 、貴協会 本店（本所）
支店（支所） 所在地 裁判所 管轄裁判所 、事物管轄 法

律 規定 、訴訟物 価額 、 簡易裁判所 管轄裁判
所 合意 。

第 条 貴協会 相当 認 、 契約 関 貴協会 知 至 情報
次 各号 定 機関 間 授受 同意 。

（ ）貴協会以外 信用保証協会
（ ）債権回収会社
（ ）一般社団法人ＣＲＤ協会
（ ）中小企業信用保険法（昭和 年法律第 号） 基 信用保険 係 業務

行 機関
（ ）中小企業信用保険法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 、第 条

第 条 掲 金融機関等
（ ）貴協会 対 損失補償 行 機関
（ ）一般社団法人全国信用保証協会連合会
（ ）貴協会 出資 会社等
（ ）中小企業活性化協議会、事業承継・引継 支援 ー等、国 施策 設

置 中小企業者 経営改善・事業再生等 支援 行 機関

第 条 第 条第 項 取 決 、 変更 、変更後 取 決
内容 適用 。

以 上
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